
 

第７回島根県対策本部会議の開催結果について 

 

本日、標記会議を開催しました。概要は下記のとおりです。 

  

日 時：令和２年５月 15 日（金） 15：00～15：20 

場 所：島根県庁６階 講堂 

出席者：知事、教育長、県警本部長、各部局長、防災部次長、関係課長 

計 22 名 

内 容：以下のとおり 

１．緊急事態宣言の区域変更について 

（１）防災部 

  ５月 14 日、政府において、緊急事態措置を実施すべき区域を変更するととも

に、基本的対処方針が変更されたため、変更後の対処方針について、概要を説

明（資料１） 

（２）政策企画局 

全国知事会『コロナ克服への道』共同声明及び中国５県移動の自粛継続宣言

について説明（資料２、３） 

２．県の対応について（防災部） 

県の対応及び県有施設の再開について説明（資料４、５） 

３．知事指示事項 

（１）県民の皆さんへのお願い 

①基本的な感染対策の継続 

・「三つの密」を徹底的に避けること 

・人と人との距離を確保すること 

・マスクを着用すること 

・手洗いなどの手指衛生を行うこと 

②外出自粛 

・不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいでの移動は、まん延防止 

の観点から極力避けること 

・これまでにクラスターが発生しているような、接待を伴う飲食店、カラオ

ケ、ライブハウス、スポーツジム等については、換気や消毒、入場制限を
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はじめとする人と人との距離を確保する措置など、店舗側で十分な感染

防止策がとられている場合を除き、外出は極力減らすこと 

・こうしたところに外出される際には、店舗側の感染防止対策に頼るだけで

なく、利用される方々が、「人と人との距離を保つこと」、「マスクの着

用」、「手や指の消毒、手洗い」、「発熱等の症状がみられる場合の外出

自粛」などの基本的な感染対策を徹底すること 

・「三つの密」のある場についても同様に、外出機会を極力減らすこと 

（２）イベントなど、催しものの主催者の方へのお願い 

①引き続き、全国的かつ大規模な催しもの等の開催について、リスクへの対

応が整わない場合は中止又は延期すること 

②開催の可否の目安は、当面、屋内であれば 100 人以下、かつ収容定員の半

分以下の参加人数にすること、屋外であれば 200 人以下、かつ人と人との

距離を十分に（できるだけ２ｍ）確保できることを判断の基準とし、併せて

「入退場時の制限や誘導」、「待合場所等における密集の回避」、「手や指

の消毒、手洗い」、「マスクの着用」、「室内の換気」など、適切な感染防

止策を取ること 

（３）事業者の方へのお願い 

①引き続き、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤務、時差出勤等、人

との接触を低減する取組を進めること 

②職場や店舗等に関して、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン

等を踏まえ、感染拡大防止のための取組を適切に進めること 

（４）施設の管理者の方へのお願い 

接待を伴う飲食店、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等のこれまでク

ラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設について、換

気や消毒、入場制限をはじめとする人と人との距離の確保など、感染防止策

を十分に講じること 

（５）県立施設の対応 

①休館していた県有施設のうち、10 施設については、一部条件付きのものを

含めて、利用を再開したところ。５月 16 日以降、「三つの密」を避ける対

策を講じた上で、準備が整い次第、新たに 16 施設を再開する 

②また、既に再開している 10 施設のうち、6 施設については、利用範囲を拡

大する 

③なお、県外客の利用が特に見込まれる施設は、引き続き全面的に休館する 

（６）県立学校の対応要請 

学校においては、児童生徒等が学ぶことができる環境を作っていくために、

段階的に学校教育活動を再開することが重要であると考え、県教育委員会には、



学校現場が混乱しないよう配慮した上で、休業期間を短縮し、できるだけ早く

県立学校を再開するよう要請 

４．教育委員会の対応 

・知事からの要請を受け、全ての県立学校を、５月 25 日から再開する 

・現在、すべての県立学校では、５月 31 日までを臨時休業としているが、これ

を変更し、学校現場が混乱しないよう配慮した上で、休業期間を１週間短縮

する 

・併せて、段階的に学校教育活動を再開するよう計画する 

・松江市以外の全ての県立学校では、教科指導のための分散登校を５月 18 日か

ら実施するよう計画しているため、この１週間は、学校現場が混乱しないよ

う、臨時休業を継続の上、計画どおり、復習と基礎学力定着などのための教

科指導を実施する 

・５月 25 日からは、学校を再開した上で、分散登校に加え、新たに一斉登校を

試行し、「三つの密」が重ならないような学校生活のルールの定着を図るな

どの工夫を加える 

・松江市内の県立学校については、５月 25 日に学校を再開した上で、教科指導

のための分散登校を、新しく計画する 

・松江市内の県立学校に係る６月１日以降の方針については、他地域の一斉登

校の試行状況などを見て、５月 27 日を目途に改めて決定する 
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【配付資料】 

資料１ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更 

資料２ 「コロナ克服への道」共同声明 

資料３ 中国５県 移動の自粛継続宣言 ～県民の皆様へのお願い～ 

資料４ 島根県の対応 

資料５ 県有施設の再開について 
















